
(医療保護入院)

第三十三条 精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、保護者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。
一 指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第二十二条の三
の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの

二 第二十四条第一項の規定により移送された者
2～ 7(略 )

(医療保護入院等のための移送 )

第二十四条 都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を
図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものにつき、保
護者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を第二十三条第一項の規定による入院をさせるため第二十三条の四第一項に規定する精神
科病院に移送することができる。
2～4(略 )

(相談、援助等 )

第二十八条 精神科病院その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者は、当該施設において医療を受ける精神障害者の社会復帰の促進を図
るため、その者の相談に応じ、その者に必要な援助を行い、及びその保護者等との連絡調整を行うように努めなければならない。

(退院等の請求 )

第二十八条の四 精神科病院に入院中の者又はその保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該入院中の者を退院さ
せ、又は精神科病院の管理者に対し、その者を退院させることを命じ、若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じることを求
めることができる。

(保護者の引取義務等)

第四十一条 保護者は、第二十九条の三若しくは第二十九条の四第一項の規定により退院する者又は前条の規定により仮退院する者を引き取り、か
つ、仮退院した者の保護に当たつては当該精神科病院又は指定病院の管理者の指示に従わなければならない。

(医療及び保護の費用)

第四十二条 保護者が精神障害者の医療及び保護のために支出する費用は、当該精神障害者又はその扶養義務者が負担する。

成年後見制度について
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概要

○ 本制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な者の権利擁護制度。

○ 高齢社会への対応及び知的障害者・精神障害者等の福祉の充実の観点から。自己決宗の菫重^磁有能

力の活用、ノーマライゼーション等の新しい理念と従来の本人の保護の理念との調和を図ることを目
的として、旧民法における禁治産制度及び準禁治産制度を改めたもの。
※「民法の一部を改正する法律(平成11年法律第¬49号 )」 による。

○ 法定後見制度と任意後見制度に分けられる。

○ 法定後見制度には、本人の事理弁識能力の程度により、後見、保佐、補助の3種類がある。
※審判の申立てから審判の確定までに要する期間は、おおむね4か月程度 (個 々の事案により異なる)。

嗜年後昇ムー等に毒任され■苦|

○ 本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任 (父母等親族が選任
される場合もある。)。

○ 本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第二者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選
ばれる場合がある。

○ 成年後見人等を複数選ぶことも可能。また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれること
もある。

(注)法務省ホームページによる。 15



後  見 保  佐 補  助

対象者
判断能力が欠けているのが

通常の状態の者

11断能力が著しく不十分な

音
判断能力が不十分な者

申立てをすることができる人

本人,配偶者,四親等内の親族,検察官など

市町村長(注 1)

戎年後見人等(成年後見人・

果佐人・補助人)の 同意が必

要なイテ為

民法13条 1項所定の行為

1注 2)(注 3)(注 4)

申立ての範囲内で家庭裁

判所が審判で定める「特定

の法律行為」(民法13条 1

項所定の行為の一部)(注

1)(注2)(注4)

取消しが可能な行為
日常生活に関する行為以外

の行為

同  上 (注 2)(注 3)(注
同  上 (注 2)(注 4)

戎年後見人等に与えられる代

哩権の範囲

財産に関するすべての法律

行為

中立ての範囲内で家庭裁

判所が審判で定める「特定

の法律行為」(注 1)

同 左(注 1)

法定後見制度の概要

※法務省ホームページによる。

(注 ¬)本人以外の者の請求により,保佐人に代理権を与える審判をする場合,本人の同意が必要。補助開始の審判や補助人に同意

権・代理権を与える審判をする場合も同様。

(注 2)民法13条 1項で|ま,借金,訴訟行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為が挙げられている。

(注3)家庭裁判所の審判により,民法13条 1項所定の行為以外についても,同意権・取消権の範囲を広げることが可能。

(注4)日 常生活に関する行為は除かれる。

成年後見関係事件の概況
―平成21年 1月～ 12月―

過去5年における申立件数の推移

後 見 鶏 輸

保 佐 開 始

構 動 開 始

0    5.C)OЭ   1 0 01D0 1御 Ю0 20(Ю0 260∞ 30000 35000 菊£001件 )

(注 1: 各年の件数は、それぞれ当該年の 1月から12月までに申立てのあった体数である。

(注 2) 平成21年 1月 から同年 12月 までのlI意後見契龍締結の豊:こ は合計7,809件 であ

り,平劇 2年 4月から平成21年 12月までの豊記件数素計は40.792件 である (

16

総

見
任議鉾

任
監

法務省Ft寧局による ,゙. ※ 裁判所HPよ り

17



成年後見制度利用支援事業

【概要】
障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障

害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者
の権利擁護を図る。
[地域生活支援事業費補助金]

【実施主体】
市町村 (共同実施も可能)(指定相談支援事業者等へ委託することができる。)

【対象者】
障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする重度の知的障害者又は精神障害者であり、後

見人等の報酬等必要となる経費の一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困
難であると認められる者。

【事業の具体的内容】
成年後見制度の申立てに要する経費 (登記手数料、鑑定費用)及び後見人等の報酬の全

部又は一部を助成する。

威年後見制度研究会報告書
(平成22年7月成年後見需J度研究会)(抄 )
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2 医 磨 曰 音

(1)問題の所在等

現在,成年被後見人など医療行為の是非について判断する能力を有しない者
に対して医療行為を行う際にどのようなプロセスを経る必要があるのか一例

えば,医療行為を受ける者の家族等に対して十分なインフォームドコンセントを行
い,その家族等から当該医療行為について同意を得た上で医療行為を行うものと
するなど―を…般的に定める法令又はガイドライン等は存在しない。

★
1☆2

'1平成11年の成年後見制度導入の際の手術・治療行為その他の医的侵襲に関する決定権・同意権

に関する規定を導入することが見送られた経緯については,小林昭彦=原司「平成―一年民法一部

改正法等の解説」269頁 参照。

・ 2ただし,終末期医療については「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」(平 成19年 5月

厚生労働省)がある。

したがつて,本人が医療行為の是非について判断する能力を有しない場合に
お い て ,医磨 鷺 聞 が 膚 生 餡 目 A ttI「樹 I″τ 六 人 IFttI鷹 繕 得 着 多 得 らFル rrつ

いて同意することを求めても.威年後見人等としてはその求めに応じて医療行
為に同意することができない状況にあるといえる。

(続く)

19



しかしながら,実際上 は.家族等の身彗りが な い本人 に対して医療行為を

行う際には.医療機関が本人に対する医療行為について成年後見人等の同意

を求める場合が ある。研究会では,成年後見人等は,インフルエンザの予防接

種など六 人に対する医的信襲が盤薇であ:J_子の医繕行為のヨI催日が凛縮す

る可能性が それほど高くな いような場合には同意することを迷わな いが
☆3,そ

の手術が生命に危険を及ぼす場合や手術をしなくとも生命に別状はないが手術

をしないと身体に障がいが残る可能性が高いというような場合には同意すべきか

どうか悩ましいといつた実情が紹介された。

・3 予防接種法第8条第2項は保護者である成年後見人において、本人に予防接種を受けさせるよう
努力義務を課している。

この点に関連し,医療機関の中には.本人が医療行為の是非について判断す

る能力を有しない場合において手術雲の董★た瞑糟得凛を行う鷹には_梅数

の車F犠婁 によtJ撻威する義冒会等にお Lヽて判断する籠力を有した い者に対

して医轟 歩行うニルが薯当か″らかみ審害 ["か Lで_虚住静員人等の日

意が なくとも。当該医療行為を行っているところが あり,この問題の解決方法

を検討する際に参考になる。

(続く)
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(2)検討

研究会においては,成年後見人等が医療行為について同意できないことによ
り.本人に対する医療行為が適掘に行うことができないという結果が生じな
いようにする必要があるが,同時に,この問題は,インフォームドコンセントが
舌燿きhム汁全にあつて,戻糟行為の肉蓉滲壁燿lヵて自■の責里決字を寿田
することができない者に対する医療行為を行うために。どのようなプロセス
を経るべきかという問題の一つの表れであつて,成年被後見人等に限って検討
して解決できる問題ではなく.医療同意の在り方全般を検討していく中で,併
せて綸計封象とされるべ春問題であるとの認識が大勢を占めた。

そして,この問題については,今後とも各方面において更に検討を行っていく

墨要があるとされた。

21



<目 的>
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な者に対して、福祉サービ

スの利用に関する援助等を行うことにより、地域において自立した生活が送れるよう支援する。

<実施主体>
都道府県社会福祉協議会文は指定都市社会福祉協議会。ただし、事業の一部を、市区町村社

会福祉協議会等 (基幹的社協等)に委託できる。平成21年度末現在の基幹的社協等は748カ 所。

<対象者>
判断能力が不十分な者であり、かつ本事業の契約の内容について判断し得る能力を有している

と認められる者。*平成21年度末実利用者数 (3月 末時点の実数)はt31,968人。

<援助内容>
①  福祉サニビスの利用援助
②  苦情解決制度の利用援助
③  住宅改造、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に

関する援助等
④  ①～③に伴う援助として「預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用

者の日常生活費の管理 (日 常的金銭管理)」「定期的な訪間による生活変化の察知」

具体的には、利用者との契約に基づいて、福祉サービス申請の助言や同行、サービスの利用料
の支払い、公共料金の支払い等の日常的金銭管理等を実施。(lヶ月の平均利用回数は約2回、
利用料の平均1回 1,200円 )

第4回全国家族ニーズ調査報告書

調1査概要

1.調査方法

○ 全家連から各家族会経 由で会員に調査票を郵送。

○ 有効回答数 2,844票 (回収率 31.1%)
※回答者の年齢 60歳代:366%、 70歳代 :26.6%、 80歳以上:79%
※回答者の続柄 母 :524%、 父:19.2%、 きょうだい:95%

2.調査対象

○ 活動中の 1,307家族会の中から4分の 1の確率で無作為抽出。
→ 327家族会、会員9,243名 を抽出。

3.調査項 目

○ 保護者の続柄および選任の状況

○ 家族が果たせる保護者の任務

○ 保護者制度の見直し

○ 今後の保護者制度に対する期待  等

4.調査時点

2005年 11月 1日

23



保護者の置かれている現状
第4回 全国家族ニーズ調査報告書

―精神障害者と家族の生活実態と意識調査―

24

保護者制度の見直し

(複数回答)

家族が果たせる保護者の任務

(複数回答)

7310/O

8000/0

600%

5000/O

7000/0

０

０

０

０

０

保護者は決まっ

ていない,20%

わからない
,

38%

→ 保護者の約7割が父母である。

保護者続柄

成年後見人・保
佐人,01%

市町村長,00%

本人の夫・妻
,

34%

きょうだい
,

97%

おじ・おば
,

04%

祖父母,01%

子,05%



今後の保護者制度に対する期待

35,0%

30,0%

250%

200%

15,0%

100%

5096

0_0%

n=2,844

30.4%

12.5%

9.0%

調査結果 (成年後見制度関係 )

成年後見制度の利用の有無

9.4%

５．２％
目
目
が

成年後見制度を利用しない理由

ゴ
〆
抒
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23.30/0

法定後見

制度を利

用,2.0%

任意後見

制度を利

用,0.7%

→ 精神障害者やその家族のほとんどが成年後見制

度を利用していない。

家族は利

用させたい

が、本人が 本人は利

用したがつ

ているが、

家族が反

対,01%

→ 成年後見制度を利用していない者の中には、

利用方法や費用負担の問題が解決すれば利用
に転じる潜在的なケニスが一定程度存在する。

利用ι/_―ιl

″t費用負

だ″り 尾
′43%

邪■用し/_―ι
'

″t務 の

仕方力妙

からなιち

反対,33%

い ,180%




